
新旧対照表                                  【別紙】 

新 旧 

別紙  

次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱 

 

 

１～８ （略） 

 

 

 

（国の財政上の特別措置） 

９ 次の表の第１欄に定める区分ごとに、第２欄に定める対象施設の種類に掲げられている施設の整備に係る

交付金の交付額の算定にあっては、次により算定するものとする。 

ただし、対象施設（児童厚生施設を除く。）が豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37 年法律第 73 号）第２条

第２項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯、奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29 年法律第 189 号）第

１条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第２条第１項の規定に基づき指定された

離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）第４条第１項に規定され

た小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）第３条第１項第３号に規定された離島のい

ずれかに所在する場合は、別表２「交付基礎点数表」により算出された点数に対して、0.08 を乗じて得られ

た点数を加算し、交付基礎額を算出するものとする。 

 

（１）～（２）（略） 

（３）次の表の④及び⑤欄に掲げる「児童福祉施設等」の整備事業 

ア ６の（１）から（４）の事業に係る交付額を算出する。 

（ア）交付金の交付の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表１－１、

別表１－２、別表３、別表４又は別表５で定める基準により算出した合計基礎点数に 1,000 円を乗じた

額を交付基礎額とする。 

（イ）（ア）により算出した交付基礎額の施設ごとに、対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他

の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に別表１－４に定める国の負担割合を乗じた額を算出

する。 

（ウ）工事請負契約等を締結する単位ごとに、（ア）により算出した額と、（イ）により算出した額を比較

して少ない方の額の合計を交付額とする。 

 

イ ６の（５）及び（６）の事業に係る交付額を算出する。 

（ア）交付金の交付の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表１－１、

別表１－２、別表３、別表４又は別表５で定める基準により算出した合計基礎点数に 1,000 円を乗じた

額を交付基礎額とする。 

（イ）（ア）により算出した交付基礎額の施設ごとに、対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他

の収入額（社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。） を控除した額とを比較して少ない方の額に

別表１－４に定める国の負担割合を乗じた額を算出する。  

（ウ）工事請負契約等を締結する単位ごとに、（ア）により算出した額と、（イ）により算出した額を比較

して少ない方の額の合計を交付額とする。 

 

ウ ア及びイにより算出した額を合算した額を交付額とする。  

別紙  

次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱 

 

 

１～８ （略） 

 

 

 

（国の財政上の特別措置） 

９ 次の表の第１欄に定める区分ごとに、第２欄に定める対象施設の種類に掲げられている施設の整備に係る

交付金の交付額の算定にあっては、次により算定するものとする。 

ただし、対象施設（児童厚生施設を除く。）が豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37 年法律第 73 号）第２条

第２項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯、奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29 年法律第 189 号）第

１条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第２条第１項の規定に基づき指定された

離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）第４条第１項に規定され

た小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）第３条第１項第３号に規定された離島のい

ずれかに所在する場合は、別表２「交付基礎点数表」により算出された点数に対して、0.08 を乗じて得られ

た点数を加算し、交付基礎額を算出するものとする。 

 

（１）～（２）（略） 

（３）次の表の④欄に掲げる「児童福祉施設等」の整備事業 

ア ６の（１）から（４）の事業に係る交付額を算出する。 

（ア）交付金の交付の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表１－１、

別表１－２、別表３、別表４又は別表５で定める基準により算出した合計基礎点数に 1,000 円を乗じた

額を交付基礎額とする。 

（イ）（ア）により算出した交付基礎額の施設ごとに、対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他

の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に別表１－４に定める国の負担割合を乗じた額を算出

する。 

（ウ）工事請負契約等を締結する単位ごとに、（ア）により算出した額と、（イ）により算出した額を比較

して少ない方の額の合計を交付額とする。 

 

イ ６の（５）及び（６）の事業に係る交付額を算出する。 

（ア）交付金の交付の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表１－１、

別表１－２、別表３、別表４又は別表５で定める基準により算出した合計基礎点数に 1,000 円を乗じた

額を交付基礎額とする。 

（イ）（ア）により算出した交付基礎額の施設ごとに、対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他

の収入額（社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。） を控除した額とを比較して少ない方の額に

別表１－４に定める国の負担割合を乗じた額を算出する。  

（ウ）工事請負契約等を締結する単位ごとに、（ア）により算出した額と、（イ）により算出した額を比較

して少ない方の額の合計を交付額とする。 

 

ウ ア及びイにより算出した額を合算した額を交付額とする。  



新 旧 

１  区     分 ２ 対象施設の種類 

①  沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）第４条第１項

に規定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合 

助 産 施 設 

乳 児 院 

母 子 生 活 支 援 施 設 

②  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る

国の財政上の特別措置に関する法律（昭和 55 年法律第 63 号）

第２条第１項に規定する地震対策緊急整備事業計画に基づいて

実施される事業のうち、同法別表第１に掲げる児童福祉施設

（木造施設の改築として行う場合） 

乳 児 院 

児 童 心 理 治 療 施 設 

 

③  地震防災対策特別措置法（平成７年法律第 111 号）第２条第

１項に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施さ

れる事業のうち、同法別表第１に掲げる児童福祉施設（木造施

設の改築として行う場合） 

 

乳 児 院 

児 童 心 理 治 療 施 設 

④ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置

法（平成 25 年法律第 87 号）第１２条第１項に規定する津波避

難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項第

４号に基づき政令で定める施設 

児童福祉施設等（児童家庭支援

センター、職員養成施設、その

他施設を除く。） 

⑤ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推

進に関する特別措置法（平成 16 年法律第 27 号）第 11 条第１

項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される

事業のうち、同項第４号に基づき政令で定める施設 

児童福祉施設等（児童家庭支援

センター、職員養成施設、その

他施設を除く。） 

 

 

１０～１８ （略） 

 

別表１－１ 

算 定 基 準 

（耐震化等整備事業を除く。） 

創設、増築、増改築、改築、拡張及び老朽民間児童福祉施設整備 

１区分 ２種目 ３基 準 ４対象経費 ５負担割合 

施設整備 

 

 

 

 

 

 

本体工事費 

 

 

 

 

 

 

ア 定員１人当たり交付基礎

点数を適用する場合 

（ア）～（エ） (略) 

 

（オ）南海トラフ地震に係る

地震防災対策の推進に関

する特別措置法（平成 25

 施設の整備（施設の整

備と一体的に整備される

ものであって、地方厚生

（支）局長が必要と認め

た整備を含む。）に必要

な工事費又は工事請負費

（７に定める費用を除

別表１－４

のとおり 

 

 

 

 

 

１  区     分 ２ 対象施設の種類 

①  沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）第４条第１項

に規定する沖縄振興計画に基づく事業として行う場合 

助 産 施 設 

乳 児 院 

母 子 生 活 支 援 施 設 

②  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る

国の財政上の特別措置に関する法律（昭和 55 年法律第 63 号）

第２条第１項に規定する地震対策緊急整備事業計画に基づいて

実施される事業のうち、同法別表第１に掲げる児童福祉施設

（木造施設の改築として行う場合） 

乳 児 院 

児 童 心 理 治 療 施 設 

 

③  地震防災対策特別措置法（平成７年法律第 111 号）第２条第

１項に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施さ

れる事業のうち、同法別表第１に掲げる児童福祉施設（木造施

設の改築として行う場合） 

 

乳 児 院 

児 童 心 理 治 療 施 設 

④ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置

法（平成 25 年法律第 87 号）第１２条第１項に規定する津波避

難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項第

４号に基づき政令で定める施設 

児童福祉施設等（児童家庭支援

センター、職員養成施設、その

他施設を除く。） 

 

 

 

 

 

 

１０～１８ （略） 

 

別表１－１ 

算 定 基 準 

（耐震化等整備事業を除く。） 

創設、増築、増改築、改築、拡張及び老朽民間児童福祉施設整備 

１区分 ２種目 ３基 準 ４対象経費 ５負担割合 

施設整備 

 

 

 

 

 

 

本体工事費 

 

 

 

 

 

 

ア 定員１人当たり交付基礎

点数を適用する場合 

（ア）～（エ） (略) 

 

（オ）南海トラフ地震に係る

地震防災対策の推進に関

する特別措置法（平成 25

 施設の整備（施設の整

備と一体的に整備される

ものであって、地方厚生

（支）局長が必要と認め

た整備を含む。）に必要

な工事費又は工事請負費

（７に定める費用を除

別表１－４

のとおり 

 

 

 

 

 



新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年法律第 87 号）第 12 条

第１項に規定する津波避

難対策緊急事業計画に基

づいて実施される事業の

うち、同項第４号に基づ

き政令で定める施設とし

て行う場合及び日本海

溝・千島海溝周辺海溝型

地震に係る地震防災対策

の推進に関する特別措置

法（平成 16 年法律第 27

号）第 11 条第１項に規定

する津波避難対策緊急事

業計画に基づいて実施さ

れる事業のうち、同項第

４号に基づき政令で定め

る施設として行う場合

（以下、各法に規定する

津波避難対策緊急事業計

画を「津波避難対策緊急

事業計画」という。）に

は別表２に掲げる定員１

人当たり交付基礎点数に

定員を乗じて得たものを

基準とする。 

 

イ～ケ （略） 

く。）及び工事事務費

（工事施工のため直接必

要な事務に要する費用で

あって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製

本費及び設計監督料等を

いい、その額は、工事費

又は工事請負費の 2.6％に

相当する額を限度額とす

る。以下同じ。）並びに

既存建物の買収のために

必要な公有財産購入費

（PFI 事業に限る。）。た

だし、別の補助金等又は

この種目とは別の種目に

おいて別途交付対象とす

る費用を除き（以下同

じ。)、工事費又は工事請

負費には、これと同等と

認められる委託費、分担

金及び適当と認められる

購入費等を含む（以下同

じ。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
特殊附帯工

事費 

 

 別表２に掲げる１施設当た

り交付基礎点数を基準とす

る。 

特殊附帯工事費に必要な

工事費又は工事請負費 

 

解体撤去工

事費及び仮

設施設整備

工事費 

 別表２に掲げる１単位当た

り交付基礎点数を基準と

する。 

解体撤去に必要な工事費

又は工事請負費及び仮設

施設整備に必要な賃借

料、工事費又は工事請負

費 

 

（注）前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された算定基準を適用する。 

 

別表１－２～１－３   （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年法律第 87 号）第 12 条

第１項に規定する津波対

策緊急事業計画（以下

「津波避難対策緊急事業

計画」という。）に基づ

いて実施される事業のう

ち、同項第４号に基づき

政令で定める施設として

行う場合には別表２に掲

げる定員１人当たり交付

基礎点数に定員を乗じて

得たものを基準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ～ケ （略） 

 

 

く。）及び工事事務費

（工事施工のため直接必

要な事務に要する費用で

あって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製

本費及び設計監督料等を

いい、その額は、工事費

又は工事請負費の 2.6％に

相当する額を限度額とす

る。以下同じ。）並びに

既存建物の買収のために

必要な公有財産購入費

（PFI 事業に限る。）。た

だし、別の補助金等又は

この種目とは別の種目に

おいて別途交付対象とす

る費用を除き（以下同

じ。)、工事費又は工事請

負費には、これと同等と

認められる委託費、分担

金及び適当と認められる

購入費等を含む（以下同

じ。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
特殊附帯工

事費 

 

 別表２に掲げる１施設当た

り交付基礎点数を基準とす

る。 

特殊附帯工事費に必要な

工事費又は工事請負費 

 

解体撤去工

事費及び仮

設施設整備

工事費 

 別表２に掲げる１単位当た

り交付基礎点数を基準と

する。 

解体撤去に必要な工事費

又は工事請負費及び仮設

施設整備に必要な賃借

料、工事費又は工事請負

費 

 

（注）前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された算定基準を適用する。 

 

別表１－２～１－３   （略） 



新 旧 

 

別表１－４ 

次世代育成支援対策施設整備交付金における施設整備事業の国、都道府県（本表 

において指定都市及び中核市含む。）、市町村、設置主体の負担割合 

 

①～③ （略） 

 

別表１－４ 

交付要綱の９（国の財政上の特別措置）に基づく整備 

 

①～②（略） 

 

③ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 25 年法律第 87 号）第 12 条第１項に

規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項第４号に基づき政令で定める施

設及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 16 年法律第

27 号）第 11 条第１項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項第４号に

基づき政令で定める施設を整備する場合 

 

（略） 

 

別表２ 

 

(略) 

 

 ■交付基礎点数表（沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）第４条第１項に規定する沖縄振興計画に 

 基づく事業として行う場合） 

 

(略) 

 

■交付基礎点数表（地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に 

  関する法律（昭和 55 年法律第 63 号）第２条第１項に規定する地震対策緊急整備事業計画のうち、同法別 

  表第１に掲げる社会福祉施設（木造施設の改築として行う場合）及び地震防災対策特別措置法（平成７ 

  年法律第 111 号）第２条第１項に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち 

  同法別表第１に掲げる社会福祉施設（木造の改築として行う場合）として行う場合） 

 

(略) 

 

■交付基礎点数表（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 25 年法律第 

  87 号）第 12 条第１項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項 

  第４号に基づき政令で定める施設及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推 

 進に関する特別措置法（平成 16 年法律第 27 号）第 11 条第１項に規定する津波避難対策緊急事業 

 計画に基づいて実施される事業のうち同項第４号に基づき政令で定める施設として行う場合） 

 

別表１－４ 

次世代育成支援対策施設整備交付金における施設整備事業の国、都道府県（本表 

において指定都市及び中核市含む。）、市町村、設置主体の負担割合 

 

①～③ （略） 

 

別表１－４ 

交付要綱の９（国の財政上の特別措置）に基づく整備 

 

①～②（略） 

 

③ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 25 年法律第 87 号）第 12 条第１項に

規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項第４号に基づき政令で定める施

設を整備する場合 

 

 

 

（略） 

 

別表２ 

 

(略) 

 

 ■交付基礎点数表（沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）第４条第１項に規定する沖縄振興計画に 

 基づく事業として行う場合） 

 

(略) 

 

■交付基礎点数表（地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に 

  関する法律（昭和 55 年法律第 63 号）第２条第１項に規定する地震対策緊急整備事業計画のうち、同法別 

  表第１に掲げる社会福祉施設（木造施設の改築として行う場合）及び地震防災対策特別措置法（平成７ 

  年法律第 111 号）第２条第１項に規定する地震防災緊急事業五箇年計画に基づいて実施される事業のうち 

  同法別表第１に掲げる社会福祉施設（木造の改築として行う場合）として行う場合） 

 

(略) 

 

■交付基礎点数表（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 25 年法律第 

  87 号）第 12 条第１項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項 

  第４号に基づき政令で定める施設として行う場合） 

 

 



新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 旧 

  



新 旧 

 

 

（注） （略） 

 

■交付基礎点数表（児童養護施設等の地域分散化事業として行う場合） 

(略) 

 

■交付基礎点数表（産後ケア事業を行う施設の創設、増築、増改築整備事業を行う場合） 

(略) 

 

■解体撤去交付基礎点数 

(略) 

 

 

 

（注） （略） 

 

■交付基礎点数表（児童養護施設等の地域分散化事業として行う場合） 

(略) 

 

■交付基礎点数表（産後ケア事業を行う施設の創設、増築、増改築整備事業を行う場合） 

(略) 

 

■解体撤去交付基礎点数 

(略) 

 



新 旧 

■仮設施設整備工事費交付基礎点数表 

(略) 

 

■積雪寒冷地域体育施設 交付基礎点数表 

(略) 

 

■地域交流スペース 交付基礎点数表 

 (略) 

 

■余裕教室活用促進事業 交付基礎点数表 

(略) 

 

■スプリンクラー設備工事費 交付基礎点数表 

(略) 

 

■屋内消火栓設備 交付基礎点数表 

(略) 

 

■自動火災報知設備の感知器と連動して起動する火災通報装置 交付基礎点数表 

(略) 

 

■特殊附帯工事 交付基礎点数 

(略) 

 

■定期借地権設定のための一時金加算 

(略) 

 

別表３～６(略) 

 

別紙１～７(略) 

■仮設施設整備工事費交付基礎点数表 

(略) 

 

■積雪寒冷地域体育施設 交付基礎点数表 

(略) 

 

■地域交流スペース 交付基礎点数表 

 (略) 

 

■余裕教室活用促進事業 交付基礎点数表 

(略) 

 

■スプリンクラー設備工事費 交付基礎点数表 

(略) 

 

■屋内消火栓設備 交付基礎点数表 

(略) 

 

■自動火災報知設備の感知器と連動して起動する火災通報装置 交付基礎点数表 

(略) 

 

■特殊附帯工事 交付基礎点数 

(略) 

 

■定期借地権設定のための一時金加算 

(略) 

 

別表３～６(略) 

 

別紙１～７(略) 

 


